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平
成

２０
年
度
の
町
県
民
税
・
国

民
健
康
保
険
税
・
介
護
保
険
料
の

申
告
の
時
期
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　
申
告
は
収
入
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
、
平
成

２０
年
１
月
１
日
現
在
、

町
内
に
在
住
し
て
い
る

２０
歳
以
上

の
方
全
員
に
提
出
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。

　
申
告
書
の
提
出
が
な
い
場
合
、

国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
が
受
け

ら
れ
な
い
な
ど
の
不
利
益
を
受
け

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
期
限

ま
で
に
役
場
担
当
窓
口
（
大
方
総

合
支
所
税
務
課
住
民
税
係
・
佐
賀

総
合
支
所
総
務
課
税
務
係
）
へ
提

出
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
申
告
の
対
象
と
な
る
収
入
や
所

得
は
、
平
成

１９
年
１
月
か
ら

１２

月
ま
で
の
も
の
で
す
。

◆
提
出
期
限

　
３
月

１７
日（
月
）

　
乗
ら
な
く
な
っ
た
り
、
乗
れ
な

く
な
っ
た
原
動
機
付
自
転
車
や
軽

自
動
車
で
も
、
３
月

３１
日
ま
で
に

廃
車
手
続
き
を
し
な
い
と
、
来
年

度
も
軽
自
動
車
税
が
か
か
り
ま
す
。

　
あ
な
た
の
家
に
そ
の
よ
う
な
車

が
あ
り
ま
し
た
ら
早
め
の
手
続
き

を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
な
お
、
車
の
種
類
に
よ
っ
て
次

の
表
の
と
お
り
手
続
き
先
が
違
い

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
農
耕
車
と
は
、
ト
ラ
ク
タ
ー
・

乗
用
装
置
付
き
の
コ
ン
バ
イ
ン
・

運
搬
車
両
な
ど
の
農
耕
作
業
用
自

動
車
な
ど
、
大
き
さ
に
関
係
な
く

乗
用
装
置
が
つ
い
て
い
る
機
械
で
、

時
速

３５
㎞
未
満
で
走
行
す
る
も
の

で
す
。

　
こ
れ
ら
の
農
耕
車
は
、
道
路
を

走
ら
な
く
て
も
軽
自
動
車
税
が
か

か
り
ま
す
。

　
農
耕
車
を
登
録
さ
れ
て
い
な
い

方
は
、
各
総
合
支
所
窓
口
へ
登
録

の
届
出
を
し
て
ナ
ン
バ
ー
の
交
付

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
農

耕
車
を
買
い
替
え
、
廃
車
し
た
と

き
も
、
担
当
窓
口
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
登
録
に
必
要
な
も
の

　
・
所
有
者
の
印
鑑

　
・
車
名

　
・
車
体
番
号

　
・
総
排
気
量

＊
代
理
の
方
が
届
出
を
す
る
場
合

は
、
代
理
の
方
の
印
鑑
も
必
要

に
な
り
ま
す
。

　
退
職
な
ど
に
よ
り
平
成

１９
年
中

の
所
得
が
大
き
く
減
少
し
た
結
果
、

平
成

１９
年
分
の
所
得
税
が
課
税
さ

れ
な
い
方
の
う
ち
、
一
定
の
要
件

を
満
た
す
方
は
、
平
成

１９
年
度
分

の
個
人
住
民
税
に
限
り
税
額
の
一

部
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
減
額
措
置
を
受
け
る
た
め

に
は
、
平
成

１９
年
度
分
の
住
民
税

を
課
税
し
た
市
町
村
長
に
「
減
額

申
告
書
」
を
提
出
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
減
額
申
告
書
は
、
平
成

２０
年
７

月
１
日
か
ら
７
月

３１
日
ま
で
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
大
方
総
合
支
所 

税
務
課 

住
民
税
係

　
蕁
４
３
―
２
８
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所 

総
務
課 

税
務
係

蕁
５
５
―
３
１
１
３（
直
通
）

町
県
民
税
な
ど
の
申
告
は

　
　
　
３
月
１７
日
ま
で
に
！

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

軽
自
動
車
の
廃
車
手
続
き

ト
ラ
ク
タ
ー
・
コ
ン
バ
イ
ン
な
ど
に
は

軽
自
動
車
税
が
か
か
り
ま
す
！

住
民
税
の
一
部
が
減
額
さ
れ
ま
す
！

町県民税などの障害者控除対象者の認定
　税法上の障害者控除は、通常「身体障害者手帳」など
を交付されている方などに認められていますが、手帳の
交付を受けていない方でも障害者控除の対象となる場合
があります。
・精神または身体に障がいのある６５歳以上の方で、その

障がいの程度が「障害者手帳」などの交付を受けてい
る方に準ずるものとして町長が認定している方も障害
者控除の対象となります。

・介護保険の要介護認定（要介護１から５）を受けている
方も、町長の認定となる場合があります。

※所得税の確定申告で前記の障害者控除を受ける場合は、
町長の認定書が必要ですので、介護保険担当係へ申請
してください。

【お問い合わせ】 
大方総合支所 健康福祉課 介護保険係 蕁４３―２１１６（直通）
佐賀総合支所 健康福祉課 保険福祉係 蕁５５―３１１２（直通）

軽自動車の種類 手続き先・連絡先

原動機付自転車（125cc以下）
小型特殊自動車（農耕作業用の
もの、トラクターなど）

黒潮町役場　
大方総合支所税務課住民税係
佐賀総合支所総務課税務係

250ccを超えるバイク 高知運輸支局（高知市大津）
蕁050－5540－2077

125cc超～250ccまでのバイ
ク・軽自動車

高知県軽自動車協会（高知市長浜）
蕁088－842－4311




